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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者（変異株）の退院基準等について（再周知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者（変異株）の退院基準については、従来の「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感

染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令和３年２月 25 日

付け健感発 0225 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知））に基づく対応をす

ることとして差し支えない旨、別紙（「新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞

在歴がある入国者の方々の健康フォローアップ及び SARS-CoV-2 陽性と判定され

た方の情報及び検体送付の徹底について」（令和２年 12 月 23 日付け事務連絡。

最終改訂令和３年４月８日））にてお示ししたところです。 

つきましては、貴職におかれては、対応を改めて徹底するとともに、管内市町村、

関係機関等への周知をお願いいたします。 

 

 

（参考：関係部分抜粋） 

入院措置を行った者の退院基準については、現時点までに得られた科学的知見に

基づき、従来の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における

新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」

（令和３年２月 25日付け健感発 0225第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知））

に基づき、対応いただくようお願いいたします。なお、宿泊療養及び自宅療養の解除

基準も同様とします。 

更なる科学的知見が得られた場合については、改めて、ご連絡いたします。 

 

＜参考＞上記通知抜粋 

第１ 退院に関する基準 

新型コロナウイルス感染症の患者について、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成 l0年法律第 l14号。以下「法」という。）第 26条

第２項において準用する法第 22 条の「病原体を保有していないこと」とは、原

則として次の①又は③に該当する場合とする。ただし、次の②又は④に該当する

場合も差し支えないこととする。 



 

 

 

（１）人工呼吸器等による治療を行わなかった場合 

① 発症日から 10日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過した場合 

② 発症日から 10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24時間経

過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査（以下「核酸増幅法等」という。）の

検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24時間以後に再度

検体採取を行い、陰性が確認された場合 

 

（２）人工呼吸器等による治療を行った場合 

③ 発症日から 15日間経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過した場合 

④ 発症日から 20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24時間経

過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を

採取した 24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合 

※ ただし、③の場合は、発症日から 20日間経過するまでは退院後も適切な感

染予防策を講じるものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者については、原則とし

て次の⑤に該当する場合に、退院の基準を満たすものとする。ただし、次の⑥に

該当する場合も退院の基準を満たすものとして差し支えないこととする。 

 

⑤ 発症日から 10日間経過した場合 

⑥ 発症日から６日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認さ

れ、その検査の検体を採取した 24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確

認された場合 

発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原体保有者又は発症日

が明らかでない場合については、陽性確定に係る検体採取日とする。症状軽快と

は、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

また、人工呼吸器等による治療とは、人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）

管理による治療とする。 

 

上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24時間後に核酸増

幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24時間以後に

再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査を繰り返すも

のとする。（①、③又は⑤に該当した場合を除く） 

 

なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈し

た場合は、症状軽快後に上記の場合に該当するまで退院の基準を満たさないもの

とする。 


